
都城市DXチャレンジプロジェクト業務委託コンペ方式実施要領

１ 業務の目的

都城市が抱える各種課題をAIやIoT等の先端技術等（以下「先端技術」とい

う。）によって解決すること、また都城市において地方や自治体の未来を変え

るような先端技術を先駆的に導入するチャレンジ精神のある企業の成長を支援

することで、都城モデルの事業を確立するとともに、市民サービスの向上、行

政の効率化、域内経済の活性化等を図ることを目的とする。

２ コンペ方式を採用する理由

先端技術の活用について、先進性、業務遂行能力、市民サービス向上・行政

効率化・域内経済の活性化等の実現可能性等を総合的に評価する必要があるた

め、公募型コンペ方式による選定を行う。

３ 業務の概要

（１）名称

都城市DXチャレンジプロジェクト業務委託

（２）内容

先端技術を活用したプロジェクトを全国から公募し、都城市において導入

する。先端技術が実証段階にあるものについては、都城市が実用化に向けた

サポートを行う。

（３）対象

先端技術を活用した市民サービスの向上、行政の効率化、域内経済の活性

化等が期待できるプロジェクトであり、予算の範囲内で実現できるもの。

※実施に当たっては、市と委託契約を締結すること。なお、市委託料の中で

財産を取得した場合には、当該財産の所有権は、事業終了後に市に移転する

ものとする。

ア 課題解決型

市が提示する課題解決に係るプロジェクトを提案するもの。

令和８年度課題

救命救急の効

率化

医療機関へ収容するまでの収容所要時間の短縮を図る技

術の導入

AI 利活用 行政業務の効率化、市民サービスの向上、多様な行政課

題への対応に資する AI 技術の導入・活用

D・S・PRの推 市が推進する D（デジタル）・S（スポーツ）・PR（市



イ 提案型

アに依らず市民サービスの向上、行政の効率化、域内経済の活性化等が

期待できるプロジェクトを提案するもの。

（４）委託期間

契約締結の日から令和９年３月31日まで

（５）提案上限額

予算は600万円を上限とし、毎月審査を行い、プロジェクト採択毎に逓減

していく。見積金額が、提案上限額を超えている場合は失格とするため、Ｈ

Ｐに掲載する残予算に留意すること。

４ 全体スケジュール及び優先交渉者決定までの事務手順

５ 応募資格要件

本コンペに参加しようとする者は、プロジェクトを主体的に実施できる事業

者で、次の資格を満たす事業者とする。

（１）地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の４第１項に該当する

者でないこと。

（２）会社更生法（平成14年法律154号）に基づき更生手続開始の申立がなさ

れている者、破産法（平成16年法律第75号）に基づき破産手続開始の申立

がなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生

手続開始の申立がなされている者でないこと。（再生手続開始決定がなさ

れ、競争参加資格の再認定を受けた者を除く。）

進 の魅力発信）に資するデジタル技術の活用

ふるさと納税

推進

ふるさと納税の推進が期待できるデジタル技術の活用

（費用対効果が明確なものに限る）

子育て 子育てがしやすい環境を創るための、デジタル技術の活

用

内容 日程

審査会発足 令和８年４月６日（月）

公告日 令和８年４月 10 日（金）

参加表明書提出 令和８年 11 月６日（金）まで随時

参加資格要件の審査・通知 随時

企画提案書の受付 令和８年 12 月まで毎月、15 日締め切り

審査・優先交渉者の選定 随時（月毎に審査）

契約締結日 優先交渉者選定の月内（予定）



（３）都城市内に営業所を有する者は、市税等について完納していること。ま

た、国税について滞納がないこと。

（４）役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団、暴力団員（同法第２条第６

号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員と社会的に非難

されるべき関係を有している者でないこと。

（５）参加申込書の提出期限から優先交渉者の選定までの間に、都城市の競争

入札において指名停止措置を受けていないこと。

６ 企画提案書の作成要領

企画提案書はパワーポイントで作成し、冗長にならない範囲で下記の事項を

網羅すること。

（１）提案プロジェクト名

（２）会社概要

（３）プロジェクト内容

特に先進性、市民サービス向上・行政効率化・域内経済の活性化の実現の

観点から作成すること。

（４）プロジェクトのＫＰＩ

（５）提案額及び収支計画

（６）実施スケジュール

（７）実施に当たっての推進体制

市及び事業者の役割分担も記載すること。なお、本市が想定する役割分担

の概要は以下のとおり。

市

ア プロジェクト実施フィールドの提供・斡旋

イ 庁内・地元調整

ウ プロジェクトに必要な費用負担（提案額）

エ プロジェクトが事業化した場合の対外的広報

オ 実証段階の実用化に向けたサポート

カ その他プロジェクトに必要な調整

事業者

ア プロジェクトの運営全般

イ プロジェクトにかかる費用の負担（市負担分を除く）

ウ プロジェクトで得られたデータ等の検証、市及び関係機関等への提供

エ プロジェクト報告等



７ 提出書類等

（１）参加表明書

ア 提出書類

（ア）参加表明書（様式第１号）

（イ）登記事項証明書（履歴事項全部証明書）

（ウ）役員等名簿役員等名簿(入札参加事業者等確認書)兼同意書（都城市暴

力団排除条例施行規則様式第１号）及び誓約書（都城市暴力団排除条例

施行規則様式第６号）

（エ）印鑑証明書

（オ）納税証明書（直近一年分）

a「消費税及び地方消費税」について未納税額のない証明書（最寄の税務

署で発行）

b 都城市税の滞納のない証明書（都城市内に本店又は営業所を有する法

人等の場合）

※登記事項証明書ほか各種証明書は、提出日から遡り３か月以内に発行され

たものに限る。

※当市の競争入札参加有資格者名簿登載事業者は（イ）から（オ）までを省

略可。

イ 提出方法等

公告日から令和８年11月６日（金）午後５時まで１部必着（随時受付

後審査）

※持参若しくは簡易書留等の記録が残る方法で提出すること。

ウ 参加申込の結果通知

参加申込の結果については、提出後20日後を目途に通知する。

エ 辞退届の提出

参加表明書提出後、本コンペへの参加を辞退する者は、辞退届（様式

第２号）を提出すること。なお、この場合において、その他の事業に

おいて不利益を受けることはないものとする。

（２）企画提案書

ア 提出書類

（ア）企画提案書提出書（様式第３号）

（イ）企画提案書（様式任意）

（ウ）見積書（様式任意）

イ 提出期間

令和８年12月15日（火）午後５時まで必着（毎月15日に随時締切）

※締切日が土日祝日の場合は翌営業日とする。



※持参若しくは簡易書留等の記録が残る方法で提出すること。

ウ 提出部数

正本１部、副本６部

エ 電子的媒体による参考資料

動画等の電子的媒体による参考資料がある場合には、メールで送付す

ること。

８ 審査方法

（１）選定委員会の構成

都城市プロポーザル方式等の実施に関する要綱（以下「プロポーザル要綱」

という。）第７条及び第８条の規定に基づき、都城市DXチャレンジプロジェ

クト委託事業者選定委員会を設置する。委員は、庁内の関係課長等６人（財

政課長、デジタル統括課長、情報政策課長、財政課副課長、デジタル統括課

副課長及び情報政策課情報政策担当主幹）で組織する。

（２）審査方法

選定委員会は、プロポーザル要綱第９条の規定に基づき、評価項目及び評

価基準を定め、この評価項目及び評価基準を基に企画提案書に係る審査を行

い、評価する。

当該審査において、総得点が配点合計の７割を超えたプロジェクトについ

て、得点が高い者から、予算の範囲内で優先交渉者とする。

（３）評価点、評価項目及び評価基準

選定委員１人当たりの審査配点は100点とし、委員の合計点数で評価する。

価格点以外は、「表１ 評価項目等」の配点×表２の評価基準による配分率

とする。



表１ 評価項目等

表２ 評価 基準

（４）審査結果の通知

プロポーザル要綱第１２条第２項の規定に基づき、全ての提案者に対して、

審査結果通知書により通知するものとする。この場合において、優先交渉者

にならなかった者に対しては、理由を付して通知する。

（５）審査結果の公表

審査結果について公表の請求があったときは、秘密事項を除き、その内容

を公表するものとする。

なお、企業ノウハウ等に属し、秘密とすべき事項があれば、あらかじめ当

該事項を提案の際に特定し、当市に説明すること。

９ その他

（１）本コンペに係る参加者側の費用は、全て参加者の負担とする。

（２）提出された提案書等は返却しない。

（３）提出された提案書等に虚偽の記載をした場合は、提案書等を無効とする。

配点

企画提案書 先進性 ３０点

業務遂行能力 １０点

市民サービス向上・行政効率化・域内経済

の活性化の実現可能性（何れかの視点）

３０点

継続性 １０点

スケジュールの妥当性 ５点

価格 提案額及び収支計画の妥当性 ５点

価格点（600万円－提案額）/600万*10

※小数点以下を四捨五入

１０点

評価 評価内容 点数の算出方法（配分率）

A 特に優れている 配点×100％

B 優れている 配点×80％

C 普通 配点×60％

D やや劣る 配点×40％

E 劣る 配点×20％

F 不可 配点×0％



（４）優先交渉者の選定後の契約に当たって、これまでに国又は地方公共団体

と同程度の実績がない場合は、契約保証金（契約金額の１００分の１０）

を預かる。ただし、都城市財務規則第１１９条第２項の規定のいずれかに

該当する場合は、契約保証金を免除することができる。

（５）本件に係る事前相談は、以下のフォームから随時受け付ける。

https://otetsuzuki.jp/miyakonojo-city/application-services/ef45cb60-

c785-4691-940f-547296cbb956

10 応募・問合わせ先

問合わせ先、提出書類の提出先は次のとおりとする。

〒８８５－８５５５

宮崎県都城市姫城町６街区２１号

都城市 総合政策部 デジタル統括課

電 話 ０９８６－２３－２１５６（直通） 担当 瀨之口

E-Mail gyokaku@city.miyakonojo.miyazaki.jp

https://otetsuzuki.jp/miyakonojo-city/application-services/ef45cb60-c785-4691-940f-547296cbb956
https://otetsuzuki.jp/miyakonojo-city/application-services/ef45cb60-c785-4691-940f-547296cbb956

